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ユーザーテストを経て、効果が確認されたものを各府省に提供予定。
（会議運営、近距離交通費精算業務などを対象とする予定）
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デジタル化に対応した
「使いやすく」、「アクセスしやすく」、「加工しやすい」公的統計の実現
・ AIやデジタル技術の進展により、データの価値がこれまでにないほど高まっている。
・ 技術的な正確性が確保され、過去からの蓄積も豊富なデータである公的統計を、技術の進展に対応させて利便性と有用性を向上。

上記について、統計理論、AI、情報法制等の専門家による研究会を開催して制度面も含めた検討を行い、逐次実装

 公的統計をより「使いやすく」
e-Stat(公的統計のポータルサイト)で提供される
機械可読な統計は、近年の統計に限定
→公的統計の機械可読化で、AI等による分析を可能に

 公的統計をより「アクセスしやすく」
公的統計の元データの提供の方法や手続が、従来型の
セキュリティ技術を前提としており、硬直的かつ画一的
→技術の進展に応じた提供方法、メニュー等の多様化

 公的統計をより「加工しやすく」
関連する公的統計があっても、別の統計の場合には、
組み合わせた横断的分析ができない。
→複数の公的統計を連携させて
新たな統計を作成できる情報基盤の整備

 （事業所母集団データベースの機能向上）

※これらに加え、厳しくなる統計調査環境に対応するため、
POS等の民間データや国・地方の行政データを活用
して、公的統計の品質そのものを確保・向上
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・ マイナ救急とは、救急隊員が傷病者のマイナ保険証を活用し、病院選定等に資する情報を把握する取組

マイナ救急〔マイナンバーカードを活用した救急業務の円滑化〕

１．マイナ救急の流れ

マイナ保険証（カード）

オンライン資格確認
等システム

119番通報時

指令員が通報者に対して
マイナ保険証の準備を依頼

救急隊到着時

医療機関

カードリーダー タブレット端末

自分の病歴や飲んでいる薬を
救急隊に正確に伝えることができる

円滑な病院選定や
適切な処置が実施できる

搬送先医療機関で
治療の事前準備ができる

【閲覧する情報】
・氏名、生年月日、住所
・受診した医療機関名 ・既往歴
・薬剤情報 ・特定健診等情報 等

・本人確認：救急隊が目視により確認
・４桁の暗証番号は原則不要(マイナ保険証（カード）の場合）

総務省消防庁HP

スマートフォンの
マイナ保険証

又は

※R8.4～

マイナ救急普及啓発動画

・ 全７２０消防本部 ５,３３４隊 (令和７年10月１日から一斉開始)
・ マイナ救急を実施した件数は １３,２４９件、 実施率は１７．４％※データ集計期間：R7.12.4～１週間
・ 一命をとりとめた事例あり。 利用者、救急隊、医療機関から役に立ったとの声を頂いた。
・ マイナ救急の認知度：１５ポイント上昇 (２３.６％ (R7.8) → ３８.６％ (R7.12) )

・ 実施消防本部：７１２消防本部 (離島等を除く約９９%の消防本部)
・ 実施救急隊 ：５,４１７隊 (約９７%の救急隊)

・ 令和８年４月からマイナ保険証を搭載したスマートフォンでも利用可能
・ マイナ救急の運用改善を図るとともに、マイナ救急の認知度向上のため広報を実施
・ 「救急医療情報連携プラットフォーム」(※) に「マイナ救急」で得られる受診歴などの情報を
連携させるための取組みを実施

政府広報テレビCM
（※）救急隊がこれまで医療機関に口頭で伝えている傷病者情報（主訴・バイタルサインなど）をデータとして登録することで、

複数の医療機関と迅速かつ安全に情報共有できるプラットフォーム。救急搬送の効率化や救急医療の質の向上のため、
厚生労働省を中心に構築に向けた検討が進められている。マイナ救急との連携により、バイタルサインなどの情報に加え、
マイナ救急で得られる受診歴などの情報もまとめて、医療機関へ共有可能となる。

２．令和７年度実証事業の結果

３．令和８年度の取組み(各消防本部での本格運用)
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